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伊賀上野・城下町のおひなさん
◆ おひなさん巡りで、春を感じてみませんか

　今年で 10回目を迎える「伊賀上野・城下町のおひ
なさん」は、次の３つのテーマで開催します。

　上野本町通り周辺の町家や商店などに
新旧さまざまなひな人形を飾ります。

　国史跡旧崇広堂には、伝統的工芸品「伊賀焼」「伊賀く
みひも」で作られたおひなさんの作品を展示します。

　おひなさんを鑑賞しながらお茶を楽
しめる雛

ひな
見
み
茶会、飲食店・和菓子店で

のひな祭りをテーマにしたランチメニューやお菓子の
販売などがあります。　

　毎年人気の「こどもなりきりおひ
なさま」やおひなさんの製作体験・

クイズ＆スタンプラリーのほか、期間中は「伊賀ぶら

り体験博覧会 いがぶら」を「ひなぶら」として開催し
ます。おひなさんを見るだけでは終わらない楽しい企
画が盛りだくさんです。

【と　き】　２月 17日㈯～３月３日㈯
　午前 10時～午後 4時
※会場によって異なります。
【ところ】　上野本町通り周辺
　詳しくは、本庁舎玄関・各支所振興課・観光案内所
にあるチラシまたは当日配布のマップをご覧ください。
【問い合わせ】
○伊賀上野・城下町のおひなさん実行委員会事務局（観
　光戦略課内）　※平日のみ
○（一社）伊賀上野観光協会　※土・日曜日、祝日のみ
　☎ 26-7788　℻   26-7799

【問い合わせ】観光戦略課
　☎ 22-9670　℻   22-9695

健康診断と合わせて胃の検診も受けましょう
◆ 応急診療所だより～医療や健康に関する情報をお伝えします～

◆胃や腸の病気の原因となる「ピロリ菌」
　ピロリ菌は、人の胃や十二指腸に住み着く細菌で、
胃潰瘍・十二指腸潰瘍の原因となるだけでなく、日本
人の胃がんの原因の大半を占める病原菌です。このピ
ロリ菌に感染すると、胃がんになる確率が感染してい
ない人の３～ 10倍になるといわれています。

◆ピロリ菌除菌で胃・十二指腸疾患の医療費削減へ
　市では、平成 24（2012）年度から平成 28（2016）
年度にかけて、ピロリ菌検査・除菌助成事業を実施し
ました。この事業は、ピロリ菌感染の検査（ピロリ菌
便抗原検査）を無償で行い、検査陽性者にはピロリ
菌の除菌治療費の一部を助成するもので、市内で約
6,300 人が検査を受けられました。
　現在、名古屋大学大学院で伊賀市国民健康保険にお
けるピロリ菌除菌による医療費の削減効果などについ
ての分析が行われており、胃がん・胃潰瘍・十二指
腸潰瘍・胃炎・十二指腸炎などのピロリ菌関連の胃・
十二指腸疾患で医療費の減少が見込まれています。
　長期的な医療費への影響についても集計中ですが、
ピロリ菌除菌による胃・十二指腸疾患の医療費削減効
果もあると考えられています。

◆年に１回は胃がん検診を受けましょう
　胃がんは男性で罹患率１位、女性でも４位と、日本
人に多いがんであり、その予防が重要です。ピロリ菌
を除菌することで、胃がんのリスクは半分以下に低下
すると考えられます。
　胃がん予防のため、年に１回は胃の検診を含めた健
康診断を受けましょう。

【問い合わせ】医療福祉政策課
　☎ 22-9705　℻   22-9673

《応急診療所》
　市民の皆さんの命と健康を守ることを目的に、休
日・夜間に急な病気やけがをしたときに応急医療が
受けられる診療所を開設しています。
【診療科目】　内科・小児科
【診療時間】
※受付は診療終了時間の 30分前まで

月～土曜日 日曜日・祝日
午前９時～正午 ― ○
午後２時～５時 ― ○
午後８時～ 11時 ○ ○

【所在地】
　上野桑町 1615番地　☎ 22-9990
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今月の納税
●納期限　２月 28日 （水）●納期限　２月 28日 （水）
納期限内に納めましょう
固定資産税（４期）
国民健康保険税（８期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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コミュニティセンター
助成事業

お知
らせ
お知
らせ

　（一財）自治総合センターでは、宝く
じの社会貢献広報事業として、コ
ミュニティセンター助成事業を実施
しています。
　岡鼻区では、この宝くじの助成金
により地域住民の自主的なコミュニ
ティ活動を推進するため、集会施設
を建設しました。
【問い合わせ】　伊賀支所振興課
　☎ 45-9108　℻  45-9120

国民健康保険の加入者は
市・県民税の申告が必要です

お知
らせ
お知
らせ

◆所得によって保険税額を減額します
　伊賀市国民健康保険では、法令で
定められた所得基準を下回る世帯に
対して、均等割額と平等割額の７割、
５割または２割を減額します。
◆減額には税の申告が必要です
　減額の対象世帯に該当するかどう
かは、世帯主とその世帯の被保険者
全員の総所得金額などの合算額によ
り判定します。収入状況が不明な人
がいる世帯は減額できません。
　また、前年に収入が全くなかった
人や、障害年金・遺族年金などの非課
税所得のみで市内在住の誰にも扶養
されていなかった人は、国民健康保
険税の賦課資料にもなるため、必ず
市・県民税の申告をしてください。
【市・県民税の申告期間】
　２月 16日㈮～３月 15日㈭
※市・県民税の申告について、詳し
　くは広報いが市１月合併号をご覧
　ください。
【問い合わせ】
　保険年金課
　☎ 22-9659　℻  26-0151
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【申告・納付期限】
○「所得税・復興特別所得税」「贈与税」
　３月 15日㈭
○個人事業者の「消費税・地方消費税」
　４月２日㈪
　国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」では、画面の案
内に従って金額などを入力すること
で確定申告書などを作成でき、印刷
して郵送で税務署に提出できます。
　また、e

いーたっくす

-Taxを利用して送信するこ
ともできます。ぜひご利用ください。
【問い合わせ】
　上野税務署　☎ 21-0950
※自動音声案内に従ってください。
【担当課】　課税課

　

●２月 18日（日）
　午前 10時～正午
　午後１時 30分～４時
　アピタ伊賀上野店

献血のご案内


